
 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 産 業 廃 棄 物 対 策 



１ 概  説 

 
 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）により一般廃棄物と産

業廃棄物に区分され、産業廃棄物は事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち燃え殻、汚泥、

廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など２０種類のものが特定されている。平成

１６年１０月には、指定有害廃棄物として、硫酸ピッチが指定された。 

表－１３ 廃棄物の種類と定義 
種        類 定                       義 

廃   棄   物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であ
って、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。） 

一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物 

 
特別管理 

 
 

一般廃棄物 

一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある
性状を有するもの 

1．PCBを使用する部品 
2．ごみ処理施設（処理能力5t／日以上（償却施設は200kg／h以上又は火格子面積2㎡以上）から生じた

ばいじん 
3．廃棄物焼却炉である特定施設から排出されたばいじん又は燃え殻で、ダイオキシン類の含有量が環境

省令で定める基準を超えるもの 
4．上記3に掲げる施設に係る排ガス洗浄施設等を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸、廃

アルカリ及びこれらを処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が環境省令で定める
基準を超えるもの 

環境省法令で定める、ダイオキシン類の含有量 
① ばいじん、燃え殻又は汚泥：試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム 
② 廃酸、及び廃アルカリ：試料1リットルにつきダイオキシン類100ピコグラム 
③ ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸及び廃アルカリを処分するために処理したもの（廃酸及び廃アルカ

リである場合）：試料1リットルにつきダイオキシン類100ピコグラム 
④ ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸及び廃アルカリを処分するために処理したもの（廃酸及び廃アルカ

リ以外である場合）：試料1グラムにつきダイオキシン類100ナノグラム 
5．感染性一般廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次のもの 
1．燃え殻 
2．汚泥 
3．廃油 
4．廃酸 
5．廃アルカリ 
6．廃プラスチック類 
7．紙くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改修又は除去に伴って生じるものに限る。）、パルプ、紙
又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）、出版業（印刷
出版を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込ん
だものに限る。） 

8．木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものに限る。）、木材又は木
製品の製造業（家具の製造業を含む。）パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染
み込んだものに限る。） 

9．繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、繊維工業
（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。） 

10．食料品の製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固
形状の不要物 

11．と畜場法（昭和28年法律第114号）第2条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同
条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成2年法律第70号）
第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状
の不要物 

12．ゴムくず 
13．金属くず 
14．ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶

磁器くず 
15．鉱さい 
16．工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの断片その他これに類する不要物 
17．動物のふん尿（畜産農業に係るものに限る。） 
18．動物の死体（畜産農業に係るものに限る。） 
19．大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）

の排出ガス規制の対象となる特定施設（ダイオキシン法施行令別表第1に掲げる施設）又は産業廃棄
物の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの 

20．燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類又は前各号に掲げる産業廃棄物を処分
するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの 

産業廃棄物 
 

輸入廃棄物（1～19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。） 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

 
特別管理 

 
 

産業廃棄物 

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある
性状を有するもの 

1．廃油（揮発油類、灯油類、経由類） 
2．廃酸（PH2.0以下） 
3．廃アルカリ（PH12.5以上） 
4．感染性産業廃棄物 
5．特定有害産業廃棄物 



  平成１８年度に実施した実態調査により平成１７年度に大阪市域から排出された産業

廃棄物の量は約６，０９３千トンあり、そのうち５，９７２千トン （９８．０％）が中

間処理され、２，４４０千トン（４０．０％）の残さが生ずる。この残さ量の約９０％

を含めた２，２８５千トン（３７．５％）が再利用され、２７６千トン(４．５％）は埋

立処分等最終処分されている。 

 産業廃棄物の中には、環境や人の健康に影響を及ぼす有害物質を含むものがあり、これ

らの処理にあたっては、無害化、二次公害の防止など万全の環境保全の措置をとる必要が

ある。 

 また、循環型社会の形成に向けて資源化、再生利用とともに減量化の推進が要請されて

いる。 

 大阪市においては、「大阪市産業廃棄物処理計画」に基づき規制指導等を行うことにより、

適正処理を期している。 

 
図－11 産業廃棄物排出量及び処理状況（平成１７年度） 

 

                                 （単位：千トン） 

         排出量 6,093 100.0%            

         汚泥 3,814 62.6%            

         がれき類 1,469 24.1%            

         鉱さい 271 4.4%            

         その他 538 8.8%            

                              

                              

         排出量 5,972 98.0%            

直接最終処分量    汚泥 3,806 62.5%    直接再生利用量   

27    がれき類 1,465 24.0%    94   

0.4    鉱さい 266 4.4%    1.5   

         その他 435 7.1%            

                              

                              

       減量化量   処理残さ量          

       3,532   2,440          

       58.0   40.0          

                              

                              

       処理後最終処分量   処理後再生利用量          

       249   2,191          

       4.1   36.0          

                              

最終処分量 276 4.5%         再生利用量 2,285 37.5%   

汚泥 134 2.2%         がれき類 1,457 23.9%   

がれき類 12 0.2%         鉱さい 262 4.3%   

鉱さい 10 0.2%         汚泥 243 4.0%   

その他 120 2.0%         その他 323 5.0%   



図－１２ 産業廃棄物処理状況の比較 
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２ 適正処理指導 

 
(1) 排出事業者に対する規制指導 

事業者は、その産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

 （事業者処理責任の原則） 

 なお、処理にあたっては、保管、収集運搬、処分の基準や委託の基準など各種の基

準等を遵守しなければならないこととなっている。 

 本市では、感染性産業廃棄物や特定有害産業廃棄物等の特別管理産業廃棄物を排出

する恐れのある事業場及び産業廃棄物を多量に排出する事業場を中心に立入検査を行

うとともに（平成１８年度 １００件）、報告の徴収、説明会の実施などにより、適正

処理を指導している。 

 

 



⑵ 産業廃棄物処理業者に対する規制指導 

 産業廃棄物の収集、運搬または処分を業として行おうとする者は、廃棄物処理法に

基づき、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事（政令市（法第２４条の

２に基づく政令で定める市）にあっては市長）の許可を受けなければならない。 

 本市における産業廃棄物処理業の許可業者数は、平成１９年３月末現在で４，７６

７業者であり、また、特別管理産業廃棄物処理業の許可業者数は、平成１９年３月末

現在で５２０業者である。その業種別及び取扱廃棄物別の許可状況は、表－１４のと

おりで、次の図は産業廃棄物処理業の業務の種別である。 

収集・運搬業（積替え・保管を含まない）

収集・運搬業（積替え・保管を含む）

中間処理業

埋立処分業

海洋投入処分業

収集・運搬業（積替え・保管を含まない）

収集・運搬業（積替え・保管を含む）

中間処理業

埋立処分業

産業廃棄物
処分業

産業廃棄物
処理業

産業廃棄物
収集・運搬業

特別管理
産業廃棄物
収集・運搬業

特別管理産業
廃棄物処理業

特別管理産業
廃棄物処分業

 
 また、産業廃棄物再生利用業者は、平成１９年３月末現在で１１業者である。 

 これらの業者について、立入検査を実施するとともに（平成１８年度 収集運搬業

者６７件、処分業者３１７ 件）、研修会の実施、報告の徴収などにより適正処理を指

導している。 

 



表－１４－１ 産業廃棄物処理業許可状況 

（平成１９年３月末現在） 

業 務 の 種 類 
許 可

業 者 数
 廃棄物の種類 許可件数 

収集運搬（積替え・保管を含まない） 4,601 1．燃 え 殻 196 

収集運搬（積替え・保管を含む） 70 2．汚 泥 1,344 

中 間 処 理 95 3．廃 油 883 

埋 立 処 分 0 4．廃 酸 515 

中 間 処 理 ・ 海 洋 投 入 処 分 1 5．廃 ア ル カ リ 521 

  6．廃プラスチック類 4,054 

  7．紙 く ず 2,873 

  8．木 く ず 3,276 

  9．繊 維 く ず 2,732 

  10．動 植 物 性 残 渣 565 

  11．動物性固形不要物 2 

  12．ゴ ム く ず 3,097 

  13．金 属 く ず 3,887 

  14．ガ ラ ス く ず 4,202 

  15．鉱 さ い 163 

  16．が れ き 類 4,202 

  17．動 物 の ふ ん 尿 3 

  18．動 物 の 死 体 3 

  19．ば い じ ん 113 

  
20．処分するために 

処 理 し た も の 
322 

許 可 業 者 数 合 計 4,767 

取 

扱 
産 

業 
 

廃 

棄 

物 

別 

許 

可 

件 

数 

合      計 32,953 

（注）平成１８年度の許可件数４３５件（新規許可） 

 



表－１４－２ 特別管理産業廃棄物処理業許可状況 

（平成１９年３月末現在） 

業 務 の 種 類 
許 可

業 者 数
 廃棄物の種類 許可件数 

収集運搬（積替え・保管を含まない） 484 1．廃 油 260 

収集運搬（積替え・保管を含む） 13 2．廃 酸 281 

中 間 処 理 23 3．廃 ア ル カ リ 255 

埋 立 処 分 0 4．感染性産業廃棄物 128 

  5．廃 Ｐ Ｃ Ｂ 等  13 

  6．Ｐ Ｃ Ｂ 汚 染 物  14 

  7．Ｐ Ｃ Ｂ 処 理 物 1 

  8．指定下水道汚泥 0 

  9．鉱 さ い 10 

  10．廃 石 綿 等  68 

  11．は い じ ん  43 

  12．燃 え 殻 26 

  13．汚 泥  148 

  
14．処分するために 

処 理 し た も の 
0 

許 可 業 者 数 合 計 520 

取 

扱 

特 

別 

管 

理 
産 

業 

廃 

棄 

物 

別 

許 

可 

件 

数 

合      計 1,247 

（注）平成１８年度の許可件数５４件（新規許可） 

 

⑶ 産業廃棄物処理施設設置状況 

 廃棄物の減量化、無害化等の中間処理や最終処分を行うため産業廃棄物処理施設を

設置しようとする者は、許可を受けなければならない。 

 その設置状況は表１５のとおりである。 

 
⑷ 不法投棄対策 

 産業廃棄物の不法投棄があった場合、現場確認のうえ、必要に応じて不法投棄物の

採取分析を行い、投棄者・委託者または土地の管理者等に対し、原状回復の指導を行

っている。 



表－１５ 産業廃棄物処理施設（設置状況） 

（平成１８年３月末現在） 

処 理 施 設 の 種 類（処理能力等） 施 設 数 

1．汚泥の脱水施設（10㎥／日超） 17 

2．汚泥の乾燥施設（10㎥／日超） 1 

3．汚泥の焼却施設（5㎥／日超又は200kg／時以上又は火格子面積2㎡以上） 6 

4．廃油の油水分離施設（10㎥／日超） 2 

5．廃油の焼却施設（1㎥／日超又は200kg／時以上又は火格子面積2㎡以上） 8 

6．廃酸又は廃アルカリの中和施設（50㎥／日超） 1 

7．廃プラスチック類の破砕施設（5t／日超） 8 

8．廃プラスチック類の焼却施設（100kg／日超以上又は火格子面積2㎡以上） 9 

9．木くず又はがれき類の破砕施設（5t／日超） 53 

10．汚泥コンクリート固型化施設 0 

11．水銀又はその他の化合物を含む汚泥のばい焼施設 0 

12．シアン化合物の分解施設 0 

13．廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 0 

14．廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物焼却施設 0 

15．廃ＰＣＢ又はPCB処理物分解施設 2 

16． PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設 2 

17．産業廃棄物の焼却施設（200kg／時以上又は火格子面積2㎡以上） 15 

18．管理型最終処分場 (2)           3 

計 (2)         127 

（注）1．産業廃棄物処理業者の処理施設を含む。 

（注）2．（ ）は法改正以前から設置されている施設で、許可対象外。 

 

⑸ 産業廃棄物焼却施設に対するダイオキシン類対策 

 平成１４年１２月から焼却施設の構造基準及び維持管理基準が強化された。立入調

査を行い、ダイオキシン類の排出抑制指導を進める。 

 
⑹ 感染性廃棄物処理対策 

 昭和６２年に病院内で医師がＢ型肝炎に感染した疑いで死亡する事故が発生したこ

とを機に、廃棄物処理に従事する者がＢ型肝炎やエイズ等に二次感染するという不安

が広がり、医療機関から排出される医療廃棄物の適正な処理の確保が求められるよう

になった。このため旧厚生省では平成元年１１月に「医療廃棄物処理ガイドライン」



を策定した。 

 本市においては、平成２年１０月１日から同ガイドラインを実施し、その周知に努

めるとともに、医療関係機関に対して医療廃棄物の適正処理を指導してきた。なお、

平成４年の法改正に伴い、平成４年８月１３日付けで同ガイドラインは、「廃棄物処理

法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に改訂（平成１６年３月一部改正）された

ので、現在は同マニュアルに基づき感染性廃棄物の適正処理の指導を行っている。 

 
⑺ 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動車リサイクル法） 

 平成１４年７月に使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため「使用済自動車

の再資源化等に関する法律」（自動車リサイクル法）が制定された。この法律では既存

の関連事業者は明確に役割分担され、引取業者及びフロン類回収業者は登録制、解体

業者及び破砕業者は許可制となり、平成１６年７月１日から許可制度に関する部分が

一部施行された。平成１７年１月１日から本格施行され電子マニフェスト制度等が開

始されている。当局においては、登録・許可事務及びこれらの関連事業者に対する使

用済自動車にかかる資源の有効利用の確保等についての指導を行っている。 

 
⑻ ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理 

 ＰＣＢはカネミ油症事件を発端に、その毒性が問題となって昭和４７年には製造中

止になり、使用済のＰＣＢ廃棄物の処理ができないまま現在に至っている。 

 平成１３年６月に国では「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に係る特

別措置法」（以下、「ＰＣＢ廃棄物特別措置法」と略す。）を制定し、処理には日本環境

安全事業（株）を活用することにした。 

 日本環境安全事業（株）では、平成１５年２月に大阪事業の実施計画について国か

ら認可を受け、平成１８年１０月からＰＣＢ廃棄物の処理を開始している。 

 一方、本市では市民・事業者・行政の信頼機関に立脚した事業の推進を図るため、

平成１５年９月に「大阪市ＰＣＢ廃棄物処理事業監視委員会」を設置し、委員会を通

じて広く情報公開等に努めている。 

 また、平成１７年３月に、ＰＣＢ廃棄物特別措置法に基づく「大阪市ＰＣＢ廃棄物

処理計画」を策定し、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進を図ることとされて

いる。 

 



３ 告示産業廃棄物 

 
 産業廃棄物については、排出者たる事業者が自らの責任において処理しなければならな

いことになっているが、中小企業が多く、しかも過密化した大阪市においては事業者が個々

に処理することは容易でないため、環境保全・零細企業対策の見地から、本市内の零細企

業者に限って一般廃棄物と併せて処理することができる固形廃棄物の処分のみを有料で行

っており、その廃棄物として次の７種類を指定している。 

 
表－１６ 

種                類 

1．紙くず 

2．木くず 

3．繊維くず 

4．廃プラスチック類 

5．ゴムくず 

6．金属くず（ただし、1，2，3，4，5又は7及び金属くずの混合物又は複合体に限る。）

7．ガラスくず、陶磁器くず（ただし、1，2，3，4，5又は6及びガラスくず又は陶磁

器くずの混合物又は複合体に限る。） 

 

 

４ 公共関与 

 
⑴ 大阪湾広域臨海環境整備センター事業 

 廃棄物を広域的に処理するために、港湾に広域処理場を建設、運営する事業主体の

組織法人として「広域臨海環境整備センター法」に基づき、「大阪湾広域臨海環境整備

センター」が昭和５７年３月に設立されました。本市は、関係地方公共団体及び関係

港湾管理者として出資を行っている。 

 同センターでは、Ⅰ期計画として尼崎沖と泉大津沖の２か所に廃棄物の埋立処分場

を建設し、尼崎沖処分場は平成２年１月から、泉大津沖処分場は平成４年１月から受

け入れを行っている。 

 またⅡ期計画として平成１３年１２月より神戸沖処分場にて廃棄物の受け入れを開

始した。さらに、平成１３年７月に、大阪沖処分場の埋立免許が認可され、現在、受

け入れ開始に向け護岸工事を進めているところである。 

 



 
表－１７ 広域処分場の位置及び規模 

規     模 
埋 立場所名 位     置 

面積（ha） 埋立容積（万㎥）

泉 大 津 沖

埋 立 処 分 場

堺泉北港 

泉大津市汐見町地先 
203 3,100 

尼 崎 沖

埋 立 処 分 場

尼崎西宮芦屋港 

尼崎市東海岸町地先 
113 1,600 

神 戸 沖

埋 立 処 分 場

神戸港 

神戸市東灘区向洋町地先 
88 1,500 

大 阪 沖

埋 立 処 分 場

（ 建 設 中 ）

大阪港 

大阪市此花区北港緑地地先 
95 1,400 

 


